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  トラスト地内に於ける人工林の広葉樹林化  

 

・ゆうちょ銀行振替口座   ００９２０－４－３０５９９３ 

・三井住友銀行 西宮支店 普通 ８６５４０３９ 

        （口座名） 一般財団法人 奥山保全トラスト 

～土地取得・トラスト地管理資金にご協力ください～ 

 「公益財団法人」になることをめざして、「一般財団法人」奥山保全トラストを設立いたしました。 

公益財団法人になった後、ＮＰＯ法人奥山保全トラストが所有する全てのトラスト地を譲り受ける予定です。 

トラストだより 

一般財団法人 奥山保全トラストへのご寄付口座は以下です 



 

 

トラストだより VOL.２ 

公益財団法人をめざして 

渓流魚の復活を願って、川岸のスギを除去し、花の咲く木に戻していく 2014.3.30↑ 
(花に来た虫が川に落ちて、渓流魚の餌となる。昔は３０㎝の魚が手づかみできたと集落のおばあさん） 

 

大阪西ライオンズクラブ  

戸倉トラストで広葉樹を植樹  

～5月11日～ 

 戸倉トラスト地のスギの人工林部

分を広葉樹林に戻そうと伐採した跡

地に、大阪西ライオンズクラブのみ

なさんが実のなる木の植樹をしにき

てくださいました。みなさんの戸倉

トラスト地で植樹は今年で3年連続

です。豊かな森復元へのご協力あり

がとうございました。 

 税制上の優遇措置が受けられる公益財団法人になるための準備が始まりました。公益法人

になるには内閣府から公益認定を受けなければなりません。1日でも早く公益財団になれるよ

う、体制の整備や公益認定申請書類の準備を進めています。 

公益財団法人化へ向けた準備を本格化させます 理事長 室谷 悠子 

2014.5.11 

植樹に汗を流すライオンズのみなさん 

兵庫県・宍粟市 戸倉トラスト地の譲受け～3月27日～ 

3月13日の財団設立後、NPO法人奥山保全トラストが

2006年に取得した兵庫県宍粟市にある戸倉トラスト地（渡

辺保護区・120ha）を無償で譲り受け、トラスト地として管

理を始めました。財団としての第１号トラスト地の誕生で

す。 

 野生動植物の聖域として、貴重な水源地として、遺して

いけるよう責任をもって保全を進めていきます。  


